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山梨県庁内一時預かり保育施設運営業務企画提案募集要領 

 

１ 目的 

この要領は、山梨県庁内一時預かり保育施設運営業務に係る受託者を公募により選定

するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務の概要 

(1) 名称 

山梨県庁内一時預かり保育施設運営業務 

(2) 委託内容 

別添「山梨県庁内一時預かり保育施設運営業務仕様書」（以下「仕様書」という。） 

による。 

(3) 委託料上限額 

１９，０１６，０００円（消費税非課税） 

ただし、上記の金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画提案内容の 

規模を示すためのものであることに留意すること。 

 

３ 募集方法 

  公募型プロポーザル方式 

 

４ 公告 

  令和５年１０月１８日（水）に山梨県ホームページに掲載 

 

５ 参加資格 

物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等（令和３年山梨県告示第六十七号、

以下「告示」という。）の二に定める競争入札の参加資格を有する者 

 ※今回新たに参加資格の申請をする場合は、山梨県ホームページ「物品等競争入札参加 

資格関係」をご確認ください。 

https://www.pref.yamanashi.jp/sui-kanri/nyuusatsu-sankasikaku/shinsei-top2.html 

 

６ 公募日程 

公募開始           令和５年１０月１８日（水） 

参加表明書の提出期限     令和５年１１月２０日（月） 

質問受付期間         令和５年１０月１９日（木） 

～令和５年１１月１３日（月） 

質問に対する最終回答期限   令和５年１１月１７日（金） 

現地見学会申込        令和５年１０月１９日（木） 

～令和５年１１月６日（月） 

現地見学会          令和５年１１月１０日（金） 

企画提案書の提出期限     令和５年１１月２７日（月） 
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候補者選定・ヒアリング    令和５年１２月４日（月） 

結果通知・公表        令和５年１２月６日（水） 

契約締結           令和５年１２月下旬（予定） 

 

７ 仕様書等の交付方法 

(1) ホームページからダウンロードする場合 

       https://www.pref.yamanashi.jp/shokuinksi/index.html  

(2) 直接交付を受ける場合 

公告日から令和５年１１月１７日（金）までの間、次の場所において交付する。 

機 関 名 山梨県総務部職員厚生課厚生給付担当 

所 在 地 〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 県庁本館４階 

電話番号 ０５５－２２３－１３７８ 

交付時間 午前８時３０分 ～ 午後５時１５分（土日、祝日を除く） 

注意事項 事前に電話で連絡すること。 

 

８ 企画提案への参加表明 

企画提案への参加を希望する者は、５の参加資格を有する者であることを確認するた

め、次の書類を提出すること。 

(1) 提出書類 

① 企画提案参加表明書（様式第１号） 

② 誓約書（様式第２号） 

③ 山梨県における物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格を有している

ことが分かる書類 

 ※ 告示の三により申請中の場合は、「競争入札参加資格審査申請書」の写しを添付

し、資格を得た時点で速やかに提出すること。 

  ただし、令和５年１２月６日（水）までに資格が得られない場合には、本企画提

案の参加資格がないものとする。 

(2) 企画提案参加表明書の提出について、次のとおりとすること。 

① 提 出 先  持参、郵送の場合  ７（２）と同じ 

② 提出期間  令和５年１０月１８日（水）～令和５年１１月２０日（月） 

③ 受付時間（持参による場合） 

午前８時３０分 ～ 午後５時１５分（土日、祝日を除く） 

④ そ の 他  持参以外の場合は、提出後、到達の確認を電話で行うこと 

⑤ 注意事項  持参又は郵送いずれの場合も、期限を過ぎて提出された書類は 

受け付けない。 
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９ 質問及び回答 

  質問票（様式第５号）を次により提出すること。 

(1)  質問方法  質問票（様式第５号）を電子メールにて次の宛先に送付すること。 

       宛先 ：山梨県総務部職員厚生課厚生給付担当 

       E-Mail：shokuinksi@pref.yamanashi.lg.jp 

       件名 ：山梨県庁内一時預かり保育施設運営業務に関する質問 

(2)  受付期間  令和５年１０月１９日（木）～令和５年１１月１３日（月） 

午後５時１５分まで 

(3)  回答方法  山梨県ホームページに随時掲載 

(4)  回答期限  令和５年１１月１７日（金）とする。 

 

１０ 現地見学会 

  現地見学会参加申込書（様式第６号）を次により提出すること。 

  ただし、現行事業実施者は参加不要とする。 

(1)  開催日時  令和５年１１月１０日（金）午後６時～ 

(2)  申込方法・申込先 

  持参、郵送の場合  ７（２）と同じ 

ＦＡＸの場合    ０５５－２２３－１３７９ 

電子メールの場合  ９（１）E-Mailと同じ 

(3) 提出期間  令和５年１０月１９日（木）～令和５年１１月６日（月） 

(4) 受付時間（持参による場合） 

        午前８時３０分 ～ 午後５時１５分（土日、祝日を除く） 

(5) そ の 他    持参以外の場合は、提出後、到達の確認を電話で行うこと 

参加者は２名までとする 

 

１１ 企画提案書の作成及び提出 

(1) 提出書類 

① 企画提案書 

② 企画提案書提出票（様式第３号） 

③ 業務実施体制証明書（様式第４号） 

④ 会社概要等を確認することができるパンフレット 

⑤ 企画提案における審査項目記載チェック表（様式第８号） 

⑥ 見積書（様式第９－１号）（様式第９－２号）（様式第９－１号の２）（様式第９

－２号の２） 

(2)  企画提案書は、仕様書に基づき、別紙１「山梨県庁内一時預かり保育施設運営業務

企画提案書記載必須項目」の各項目について漏れなく記載し、次により書面で作成す

ること。 

①  企画提案書の先頭（表紙の前）に企画提案書提出票（様式第３号）を付し、Ａ４

版横置き、横書き、上綴じ（長辺綴じ）とし、３０ページ以内（様式自由とし、

表紙及び目次はページ数に含めない。）とすること。 

② 文章を補完するための図表を適宜用いるほか、技術的専門用語を用いる場合には
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解説を加える等、企画提案書を審査する者が正しく理解できるよう（誤認識・誤

解しないよう）配慮すること。 

③  提出された企画提案書は、審査で使用するために複写することがあることから、

複写した場合でも文字、図形、模様等が判読可能であること、また判読しやすい

文字の大きさであること等に留意して作成すること。 

④  言語は日本語、通貨は円、単位は日本標準時及び計量法に従うこと。 

(3)  企画提案書は次の部数を作成し、持参又は郵送により提出すること。 

①  正本を１部、副本を８部作成すること。なお、(1)②に記す様式第３号及び見積

書については、正本のみに付すこと。また副本については、表紙、提案記述部分、

様式のヘッダー及びフッターに提案者名が入らないよう、提案者名を「弊社」等

の表現に置き換えること。 

②  正本及び副本はフラットファイル（Ａ４縦版、青色）に綴ること。正本について

のみ、提出者名と正本が区別できるよう、表紙面及び背面にラベルを貼付するこ

と。 

(4)  企画提案書の提出について、次のとおりとすること。 

① 提出先   持参、郵送の場合  ７（２）と同じ 

② 提出期間  令和５年１０月１９日（木）～令和５年１１月２７日（月） 

③ 受付時間（持参による場合） 

          午前８時３０分 ～ 午後５時１５分（土日、祝日を除く） 

④ そ の 他  持参以外の場合は、提出後、到達の確認を電話で行うこと 

⑤ 注意事項  持参又は郵送いずれの場合も、期限を過ぎて提出された書類は 

受け付けない。 

 

１２ 審査 

(1)  審査は企画提案書について、「山梨県庁内一時預かり保育施設運営業務に係る委託

事業者選定委員会」において、別紙２「山梨県庁内一時預かり保育施設運営業務企画

提案審査基準」によって行う。 

(2)  提出された企画提案書の記載内容に不明な点等があった場合は本県から回答期限

を指定して質問するので、指定された期限までに必ず回答すること。 

(3)  選定にあたり、ヒアリングを令和５年１２月４日（月）に実施する。 

時間や場所等の詳細については、参加者へ別途連絡する。 

(4)  選定結果は、企画提案書の提出のあった全ての者に対して令和５年１２月６日（水）

までに通知する。また、山梨県ホームページに掲載する。 

 

１３ 契約 

(1)  選定の結果、評価が最も高い提案者を優先交渉者として交渉を行い、随意契約によ

り契約を締結する。 

(2)  (1)の優先交渉者との協議が整わず契約締結が見込めないとき又は優先交渉者が契

約締結までの間に５の企画提案参加資格を満たさなくなったときは、次点の提案者と

契約締結に向けた協議を行う。 
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１４ 企画提案の無効 

次のいずれかに該当する者の企画提案は無効とする。 

(1)  ５に定める参加資格を有しない者 

(2)  企画提案書、その他本企画提案に関連して提出された書類に虚偽の記載をした者 

(3)  ２件以上の企画提案をした者 

 

１５ その他 

(1)  企画提案のための費用は、提案者の負担とする。 

(2)  企画提案書提出後に辞退する場合は、候補者選定・ヒアリングの前日までに辞退届

出書（様式第７号）を７（２）の場所に提出すること。なお、企画提案書の提出の辞

退は自由であり、当該辞退による不利益な取り扱いはしない。 

(3)  提出された企画提案書類等は返却しない。 

(4)  提出された企画提案書の再提出、修正、追加又は撤回をすることはできない。 

(5)  提案者は本提案により知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 

(6)  企画提案実施要領、仕様書等、本県が配布する資料については、本提案以外の目的

で使用してはならない。 

(7)  契約締結後、企画提案書に記した予定担当者等を変更する場合は、変更前の担当者

と同等以上の技術や資格、業務従事経験を有することを証明する書類を添付して事前

に県に届け出て、県の承認を得ること。 

 



別紙１

1
業務遂行能力
運営体制

○ 類似もしくは関連した業務の実績、本業務を実施する体制（各責任者の業務実績・経
験の内容を含む。）、業務管理の実施方針等を記載すること。

2 業務実施方針

○ 本業務目的等をどのように理解し提案しているか、考え方・方針等を簡潔に記載する
こと。

3 情報管理

○ 個人情報の漏洩等を防止するため、個人情報の管理体制、保護の取り組みを記載する
こと。

4

○ 本業務の円滑な遂行のため、
・職員の配置について記載すること。

5

・開所時間を午後７時までとした場合の職員の配置及び県から開所時間を午後７時ま
でとする申し入れがあったときから対応できるまでの想定期間を記載すること。

6

・職員の研修、健康管理の方法等を記載すること。

7

○ 児童に良好な保育サービスを提供するため、保育内容に係る提案を記載すること。

8

○ 児童が安全かつ快適な生活を送れるようにするため、
・安全管理に係る提案を記載すること。

9

・健康管理・衛生管理に係る提案を記載すること。

10

○ 利用促進のため、利用者の満足度を高める取り組み・苦情対応等に係る提案を記載す
ること。

○ 仕様書に記載する要件等のほか、事業の目的に沿った独自の提案がある場合に記すこ
と。

・本業務の実施にあたって考えられる課題について、その内容と解決方法（解決方
針）などを記載すること。

・本業務の実施にあたって、費用低減や業務効率化を図るために工夫できることなど
を記載すること。

12

○ 本業務の実施に要する費用（内訳・積算根拠）を記載した見積書（様式第９-１号及び
９-２号）を提出すること。

13

○ 参考見積として、開所時間を午前８時から午後７時とした場合の費用（内訳・積算根
拠）を記載した見積書（様式第９-１号の２及び９-２号の２）を提出すること。

・当施設は消費税非課税対象であるため、見積額は税抜額とすること。

【注意】

・ 企画提案書の記載にあたっては、仕様書を熟読のうえ、審査する者が提案内容を理解できるよう

（誤認識・誤解しないよう）簡潔に記載すること。

・ 様式第８号「企画提案における審査項目記載チェック表」にページ番号等を記載し、提出すること。

見積額

11 その他提案

令和６～７年度山梨県庁内一時預かり保育施設運営業務企画提案書記載必須項目

項目 記載を求める事項

職員管理

保育サービス



 

評価対象内容 審査項目 番号

企業等
団体
評価

業務遂行能力
運営体制

1 15 15

業務実施方針 2 10 10

情報管理 3 5 5

4 10

5 5

6 5

7 10

8 10

9 10

10 10

その他の提案 11 5 5

12 10 10

13 5 5

110 110計

・価格点（上限１０点）
　（１－当該事業者の提案額／委託料上限額19,016,000円）（税抜）×１０×５点

企画
提案
内容

・業務実施に対する考え方が、県の施策推進の方針（県内企業の施設見学の受け入れなど）
と合致しているか。
・県の事業実施の本質的な目的を理解しているか。

【保育内容】
・１日の保育の流れ、年間行事等保育内容は充実しているか。

【児童の安全管理】
・事故防止、安全管理のための取り組みがなされているか。
・事故や災害時の対応マニュアル（緊急時対応や連絡体制の確立などを含む）が整備されて
いるか。

【児童の健康管理・衛生管理】
・健康管理、衛生管理が適切に行えるか。
・児童に異常がある場合の対応は適切か。
・感染症対策マニュアルが整備されているか。

【利用者の満足度を高める取り組み・苦情対応】
・利用受付から引き渡しまで、保護者等利用者の満足度を高めるような取り組みができるか。
・保護者等利用者との信頼関係を構築することが出来る連携体制がとられるか。
・要望及び苦情に対して、柔軟かつ適切に対応できる体制がとられているか。

・特徴ある取り組みはあるか。
・仕様書に記載されていない有益な提案があるか。それにより施設設置の意義が高まったり、
利用者のニーズがより明確に把握できるような効果はあるか。

【開所時間を午後7時までとしたときの職員の配置】
・児童数に応じた職員の適切な配置が行えるか。
・保育士の確保見込みはあるか。

見積額

・開所時間を午後７時までとした場合の見積額は適正か。

・個人情報の保護の取り組みができているか。

職員管理

【職員の配置】
・児童数に応じた職員の適切な配置が行えるか。
・保育士の確保見込みはあるか。

【職員の研修、健康管理】
・質の高い職員を育成する研修体制となっているか。
・職員の健康管理に対する取り組み、考え方はどうか。

保育サービス

20

40

・会社概要等から安心して運営を任せることができる団体か。
・これまでに類似もしくは関連した業務実績があるか。
・業務を安定的かつ円滑に遂行できる体制となっているか。

別紙２

令和６・７年度 山梨県庁内一時預かり保育施設運営業務企画提案審査基準

評価の観点 配　点


